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公布された規則のあらまし

◇鳥取県調理師法施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

調理師試験の実施に関する事務を指定試験機関に行わせることに伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 指定試験機関が調理師試験の実施に関する事務を行う場合は、この規則を適用しない。

(２) 書類の提出先は、住所地以外の総合事務所又は生活環境事務所でもよいこととする。

(３) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

平成28年２月12日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第11号
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規 則
鳥取県調理師法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年２月12日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第１号

鳥取県調理師法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県調理師法施行細則（昭和34年鳥取県規則第23号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（受験手続） （受験手続）

第２条 法第３条の２第１項に規定する試験（同条第 第２条 法第３条第１項第２号及び第３条の２第１項

２項の規定により指定試験機関が試験事務を行うも に規定する試験を受けようとする者は、様式第１号

のを除く。）を受けようとする者は、様式第１号に による受験願書に学校教育法（昭和22年法律第26

よる受験願書に学校教育法（昭和22年法律第26号） 号）第57条に規定する者であることを証する書類そ

第57条に規定する者であることを証する書類その他 の他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出し

知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなけ なければならない。

ればならない。

２ 略 ２ 略

（公告） （公告）

第４条 知事は、第２条第１項に規定する試験の期 第４条 知事は、試験の期日、場所その他必要な事項

日、場所その他必要な事項をあらかじめ公告するも をその都度あらかじめ公告するものとする。

のとする。

（書類の提出） （書類の提出）

第９条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知 第９条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知

事に提出する申請書その他の書類は、総合事務所長 事に提出する申請書その他の書類は、住所地を所管

又は生活環境事務所長を経由して提出しなければな する総合事務所長又は生活環境事務所長（以下「所

らない。 管事務所長」という。）に提出しなければならな

い。ただし、第２条第１項の規定により知事に提出

する受験願書及びその添付書類は、所管事務所長を

経由して知事に提出しなければならない。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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教 育 委 員 会 訓 令
鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成28年２月12日

鳥取県教育委員会委員長 中 島 諒 人

鳥取県教育委員会訓令第１号

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程（平成元年鳥取県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事後措置） （事後措置）

第27条 教育長は、次の表の左欄に掲げる健康管理区 第27条 教育長は、次の表の左欄に掲げる健康管理区

分の適用を受ける職員に対し、それぞれ当該右欄に 分の適用を受ける職員に対し、それぞれ当該右欄に

定める措置をとるものとする。 定める措置をとるものとする。

健康管 措置内容 健康管 措置内容

理区分 理区分

勤 略 勤 略

務 B 職務の変更、勤務場所の変更、休暇（日単 務 B 職務の変更、勤務場所の変更、休暇（日単

面 位のものを除く。）等の方法により勤務を 面 位のものを除く。）等の方法により勤務を

軽減し、かつ、深夜勤務（午後10時から翌 軽減し、かつ、深夜勤務（午後10時から翌

日の午前５時までの間における勤務をい 日の午前５時までの間における勤務をい

う。以下同じ。）、時間外勤務（正規の勤 う。以下同じ。）、時間外勤務（正規の勤

務時間以外における勤務で深夜勤務以外の 務時間以外における勤務で深夜勤務以外の

ものをいう。以下同じ。）及び出張（短期 ものをいう。以下同じ。）及び出張をさせ

又は近距離のものを除く。以下同じ。）を ない。

させない。

略 略

略 略

附 則

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。


